
公募委員候補者登録簿【第１期】　　（有効期間：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日）
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○「登録日等」：新規登録日を記載することで、登録簿への登載期間が分かる。登録した方が一旦削除され再度登録された場合は、２段書等で記載も想定。

○「就任している審議会等」：登録簿による声がけで就任した者（公募枠）や公募枠以外で就任している者などの把握、複数の審議会に就任している場合の把握。

○「声がけ状況」：『方法』は、電話・書類等による通知・個別対面・説明会などが想定される。

○「経歴」：委員就任やその他まちづくり活動に関することの参考とする。ただし、この登録簿を審議会等就任に関すること以外に使用する場合は、その使用目的や範囲などについて、登録者の承諾が必要。

○「出席が困難な日・時間帯」：『摘要』は、○の有無に関して補足する事柄があった場合に記載する。

○「考慮すべき事項」：『その他条件等』は、車椅子使用や身体に障害・不自由があるなど、就任に当たって配慮が必要なことを記載する。

※登録簿による声がけで承諾した場合、必要事項を記載した（仮）審議会等委員就任承諾書の提出を義務付けるか。
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柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会傍聴要領 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会の運営に関

する要綱（平成２２年柴田町告示第６３号）第８条の規定に基づき、柴田町住民

自治によるまちづくり基本条例審議会（以下「審議会」という。）の傍聴について

必要な事項を定めるものとする。 

（傍聴人の定員） 

第２条 会議の傍聴人の定員は、会議の都度、会場の広さ等を勘案して定める。 

 （傍聴の手続） 

第３条 会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴希望者」という。）は、会議の開会

予定時刻までに、会議の会場の入口において、柴田町住民自治によるまちづくり

基本条例審議会傍聴人受付簿（様式第１号）に氏名を記入するものとする。 

２ 傍聴の受付は、会議の開会予定時刻の３０分前から行うものとする。 

３ 傍聴希望者が、前条に規定する定員を超えるときは、先着順により傍聴人を決

定する。 

４ 傍聴人は、会議の開会予定時刻までに、柴田町住民自治によるまちづくり基本

条例審議会事務局職員の指示に従って会場に入室するものとする。なお、会議の

開会予定時刻になっても、傍聴人の定員に達しない場合は、会議の閉会時まで先

着順で受け付ける。 

（傍聴の制限） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

（１） 凶器そのほか危険のおそれのある物品を携帯している者 

（２） 酒気を帯びていると認められる者 

（３） 前２号に掲げるもののほか、会議の進行を妨げるおそれがあると認めら

れる者 

（禁止事項） 

第５条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 会議の会場において、傍聴席以外の場所に立ち入ること。 

（２） 会議の会場において、みだりに席を離れること 

（３） 会議の会場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否

を表明すること 

（４） 会議の会場において、飲食又は喫煙をすること 

（５） 会議の会場において、私語、談笑その他騒がしい行為をすること 

（６） 前５号に掲げるもののほか、会議の会場の秩序を乱し、又は議事の妨害

となるような行為をすること 
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２ 傍聴人は、会議の会場において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはな

らない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りではない。 

（違反に対する措置） 

第６条 傍聴人が、前条の規定に反するときは、会長はこれを制止し、その命令に

従わないときは、これを退場させることができる。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２２年１０月４日から施行する。 

 

 

様式第１号（第３条関係） 

    柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会傍聴人受付簿 

 開催日      年  月  日（第 回） 

番号 傍聴人氏名 

１  
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４  
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